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報告第1号

専決処分の承認について

令和4年度日向市一般会計補正予算 (第8号)について別冊のとおり専決処分したので報告し、承認

を求める。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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議案第1号

監査委員の選任につ いて

日向市監査委員に次の者を選任したい。

氏 名 生年月日 住 所

門 脇 功 郎

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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議案第 2号

固定資産評価審査委員会委員の選任について

日向市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したい。

氏 名 生年月日 住 所

柏 田 淳 一

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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議案第 3号

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員として次の者を推薦したい。

氏 名 生年月日 住 所

野 地 一 行

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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議案第4号

日向市国民健康保険条例の一部を改正する条例

日向市国民健康保険条例 (昭和34年日向市条例第8号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し出産育児一時金として408,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法

施行令 (大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認め

るときは、規則で定めるところにより、 これに30,000円を上限として加算す

るものとする。

2 [略コ

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法

施行令 (大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認め

るときは、規則で定めるところにより、 これに30,000円を上限として加算す

るものとする。

2 [略1

(/1

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年 4月1日か ら施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支
給については、なお従前の例による。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



議案第 5号

改正前 改正後

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法 (平成24年法律第65号。以下 「法」 という。)

第77条第1項の規定に基づき、 日向市子ども・子育て会議 (以下 「会議」 と

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法 (平成24年法律第65号。以下 「法」 とい う。)

第72条第1項の規定に基づき、 日向市子ども・子育て会議 (以下 「会議1 ν

いう。) を置く。 いう。) を置く。

0'1

日向市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

日向市子ども・子 育て会議条例 (平成25年 日向市条例第26号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和5年 4月1 日か ら施行する。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



議案第 6号

日向市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

日向市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成26年 日向市条例第57号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前

(保育所等との連携)

第6条 家庭的保育事業者等 (居宅訪問型保育事業を行う者 (以下 「居宅訪問

型保育事業者」 とい う。) を除く。以 下この条、次条第1項、第14条第1項

及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条並びに第17条第1項

から第 3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確

実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満 3歳以

上の児童に対して必要な教育 (教育基本法 (平成18年法律第120号)第6条

第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第 3号に

おいて同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次 に掲げる事項に係る

連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園 (以下 「連携施設」 とい

う。) を適切に確保しなければならない。

(1)～(3) [略」

(非常災害)

第7条 [略」

改正後

(保育所等との連携)

第6条 家庭的保育事業者等 (居宅訪問型保育事業を行う者 (以下 「居宅訪問

型保育事業者」 という。) を除く。以 下この条、次条第1項、第7条の3第

2項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条

並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。) は、利用乳幼児に対す

る保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了後も満 3歳以上の児童に対して必要な教育 (教育基本法 (平成18年法

律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教

育をいう。第 3号において同じ。) 又は保育が継続的に提供されるよう、次

に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園 (以下

「連携施設」 とい う。) を適切に確保しなければならない。

(1)～(3) [略1

(非常災害)

第7条 [略1

(安全計画の策定等)

第7条の2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家

庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職

員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事

業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及



(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するとき

は、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置

び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画

(以下この条において 「安全計画」とい う。)を策定し、当該安全計画に従

い必要な措置を講じなければならない。

2 家庭的保育事業者等は、職 員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周

知しなければならない。

4 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第7条の3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等

のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、

利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に

把握することができる方法により、利 用乳幼児の所在を確認しなければなら

ない

2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車 (運転者席

及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席

以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用

乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に

運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落とし

を防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認 (利用乳幼児

の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するとき

は、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業



附 則

この条例は、令和5年 4月1 日か ら施行する。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



改正前 改正後

(利用定員)

第4条 印各」

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各

1 号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法

第19条第1項第3号に掲げる/J4校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない

汗1j用定員)

第4条 印各]

2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各

号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法

第19条 第 3号 に易 げ ろ/I惇 梓 就 堂 前 子 P゙ もの 区 公 1こあ 白 τ l寸 瑚 1肯 j,1一遭 ナーか い 爪 劃 :亦

小学佼就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとす

1 る。
■

(1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる小学咬就学前子どもの区分

- l-- -- 1 --1- - J 1 - 4 1 ・l W  4 4 1/ v ν u 4 1J'J 4 -  リ ー/ ト ーノ J い 一 い ノ ノ  \ l (:j'-X 11j'J l IIJ 乃 い -11円J/こ ′e3rsV -′J '7 1ノ(

就学前子ども及び満1歳以上の小学咬就学前子どもに区分して定めるものとする。

1

(1) 認定こども園 法第19条各号に掲げる小学咬就学前子どもの区分

(2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分 (2) 幼 稚 園 法 第19条 第 1号 に掲 げ ろ/1惇 校 就 学 前 子 )' Aの レζ分

(3) 保育所 法第19条第1項第2号及び同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの (3) 保育所 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校幹≠前子Pもの区分

区分

(千IJ用申込みに対する正当な理由のなレ市紹坤W の禁止等)

第6条 [略」

2 特定教育・保育施設 (認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)

は、利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる44-校就学前子どもの数及び当

(,fU用申込みに対する正当な理由のなレ市胡耐石互の禁止等)

第6条 [m各」

2 特定教育・保育施設 (認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。) "

は、利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学咬就学前子どもの数及び当該特定

該特定教育・保育施設を現(こ不[J用している同号に掲げる4M 9就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学佼就゛

教育・保育施設を現(こ不tl)flしている同号に掲げる小学佼就学前子どもに該当する教育・

保育、付、定エ, お。1,数ヵ、、当該特定よ育.、育施え。」ッ(。ヵ。ナ,,」、学校就学前エ1

議案第7号

日向市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例

日向市特定教育・保育施設及び特定地滅型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平温沈6年日向市条例第58号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すよラに改正する。



学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受け

た順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理

念、基本方釘等に基づく選考その他公正な方法第 4項において「選考方法」という。)

により選考しなければならない。

3 特定教育・保育施設 (認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)

は、利用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学佼就学前子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現(こ千11用しているe-     又は第3号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設のp-     又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総

数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家挨

等の状況を勘案し、保育を受ける必要陸が高いと認められる教育・保育給付認定子ども

が優先的(こ禾1j用できるよう選考するものとする。

4・5 [略1

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第7条 [田各1

2 特定教育・保育施設 (認定こども園又(ま保育所に限る。以下この項において同じ。)

は、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童#NH4ES424条第3

項 (同法3付貝IJ罫算3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ

り市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

暖給資格等の確認)

第8条 特 定教育・保育旋設は、特定教育・保育の提洪を求められた場合は、教育・保

育給付認定作護者の提示ナる支給認定証によって、教育・保育給付認定の有無、教

育・保育給付認定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量等を確認するものとする。

(f1」用者負担額等の受(資)

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基

本方釘等に基づく選考その他公正な方法 傷 4項において「選考方法」という。)によ

り選考しなければならなレ)。

3 特定教育・保育施設 (認定こども園又(田呆育所に限る。以下この項において同じ。)

は、利用の申込みに係る'7A' l9蚤' 2二又は第3号に掲げる小学咬就学前子どもの数及

び当該特定教育・保育施設を現(こ禾II用しているk 又は第3号に掲げる小学校就

学前了一どもに該当する教育・保育給叶認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の

堕蕊第旦ユ又は第3号に掲げる小学佼就学前子どもの区分(こ係る利用定員の総数を超

える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家疾等の状

況を勘案し、保育を受ける必要はが高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先

的(こ千1」用できるよう選考するものとする。

4・5 [田各」

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第7条 [田各コ

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)

は、法第1g 条篤z%又は第3号に掲げる小学咬就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について!!ffi'冒止法第24条第3項 (同

注弥惧IJ喜算3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が

行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならなレ\。

0脳合資格等の確認)

第8条 特 定教育・保育施設は、特定教育・保育の提洪を求められた場合は、教育・保

育給刊認定保護者の提示ナる支給認定証によって、教育・保育給刊認定の有無、教

育・保育給付認定子どもの該当する法第毘虫蚤号に掲げる小学咬就学前子どもの区

分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量等を確認するものとする。

申j用者負担額等の受駒



第13条 [[11各1

2 ・ 3     [田各1

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほハ 特 定教育・保育において

提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認

定YMW-a )ら受けることができる。

(1) ・ (2)     [田各」

(3) 食事の提哄 (次に掲げるものを除く。)に要する費用

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、そ

の教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定菌穫者と同一の世帯

に属する者に係る市町才ⅡN';?74'.4拾曇額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金

額未満であるものに対する副食0甜共

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げるノJ4校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 77,101円

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学佼就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども (特定満3歳社 保育認定子どもを除く。イ(イ)におい

て同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育

糸合イ寸3母ZとクY店1嶋2゙(こあっては、77,101円)

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負

担額算定基準子ども又(割 弓財楚欝3学隼條了前子ども (ノト判交、義務教育学校

の前期課程又は=.'f53U支援学咬の/JW tSの第1学年から第3学隼までに在籍する

子どもをいう。以下イにおいて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそ

れぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提哄 (アに該当

するものを除く。)

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げるノJ%- g-前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は/J4校第3学竿條了前子ど

も (そのうち最隼長者及び2番目の隼長者である者を除く。)である者

第13条 印各1

2 ・ 3     [田各1

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教育・イ呆育において

提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認

定床護者から受けることができる。

(1)・(2) 印各]

(3) 食事の提洪 (次に掲げるものを除く。)に要する費用

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、そ

の教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定作護者と同一の世帯

に属する者に係る市町才eJbT@!J合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金

額未満であるものに対する副食の提洪

(ア) 法弟止全玉工二に掲げる/」弓舛頬尤≠前子どもに該当する教育・保育給け

認定子ども 77, 101円

(イ) 法J庄鵠愁毘と塗に掲げる,J鴫知靭ゼ奔舟子どもに該当する教育・保宵沫訂寸

認定子ども (特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)において同

じ。) 5!7, 700円 (令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付

認定保護者にあって(ま、77,101円)

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負

の前期課程又は特別支援学咬の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する

子どもをいう。以下イにおいて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそ

れぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提洪 (アに該当

するものを除く

のうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者



(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学佼就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども (そのうち最年長者及び2番目

の年長者である者を除く。)である者

ウ    [田各1

(4) ・ (5)     「田各」

5・6 印各]

(特定教育・保育のVD m+)

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各

号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保

育の提供を適切に行わなければならなレ)。

(1) ・ (2)     「田各」

基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項を

(4)     [川各1

2     [田各」

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規

程 ②鉛3条において 「運辞鞄酌 という。)を定めておかなければならなレ)。

(1)～(3) [略]

(4) 特定教育・保育の歴洪を行う日 銖第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下こ

の号において同じ。)及び時間、提洪をイテわない日

(5)～(11) [川剖

a黙戎に係る権限の濫用禁止)

認定子ども 負担額算定基準子ども (そのうち最隼長者及び2番目の隼長

者である者を除く。 である者

ウ  印各」

(4)・(5) 印各1

5・6 [Ⅲ各]

(特定教育・保育のkD m+)

第15条 特 定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各

号に定めるものに基づき、ノト判交就学前子どもの尼身の状況等に応じて、特定教育・保

育の提洪を適切に行わなければならなレ)。

規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その池の教育内容に関する

事項をいう。

2     [田各1

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事頃に関する規

程 偵砲3条において「運tffiaJ という。)を定めておかなければならない。

1)～(3) [Ⅲ各]

4) 特定教育・保育の歴供を行う目 鑑第19条第1号に掲げる小学咬就学前子ども

の区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号に

おいて同じ。)及び時間、提洪を行わない目

(5)～(11) 印各1



第26条 特定教育・保育施設休卯削税涙判忍定こども園及び医育所に限る。以下この条

において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教育・保育給付認定子ど

もに対し↓% NJF&fl?条第3項の規定によ引黙我に関しその教育・保育給付認定子

どもCヰiJJzのために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等そ

の権限を濫用してはならなレ).

G拐1休1j用保育の基準)

第35条 特定教育・保育旋設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が株第毘仝

"-1 -'Tlw L斐に掲げる/J弓斗蛎炭≠前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対

し特男1牙1]用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守し

なければならない。

2 特定教育・保育施設が、前頃の規定によりR IWU用保育を提洪する場合には、当該

躬吊1牙1j用保育に係る法第t9条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現(こ千り用している堕亘箸

2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第

4条第2項第3号の規定により定められた法第19条第1項第2号に掲げるノ」1坤気七字

前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定によりi lJflJ用保育を提洪する場合には、特定

教育・保育にはH UfU用保育を、施設型給付費には特例施設型給け費銖 第28条第1項

の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、

前節 6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、

第6条第2項中「特定教育・保育施設(至)定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(ゼ拐1拝1押保育を提浜している施設

に限る。以下この項において同じ。)」と、 「同号に掲げる/J W'校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又1男団基立Z号に掲げるノ」弓斜頼尤手

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第13条第2項中「浬濱詑7条第3項

第1号に掲げる狗 とあるのは「浸1聖8条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準に

G拐I休11用保育の基の

第35条 特 定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が%

第^二に掲げる小学佼就学前子どもに該当する教育・保育給叶認定子どもに対し特別

利用保育を提洪する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなけれ

ばならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定によりg !flJ用保育を提匪する場合には、当該

狛男UfU用保育に係る法第19条第1号に掲げる小学咬就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現(こ禾1」用しているl ≧量に

掲げる/J4斗蛎ゼ笥舟子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第

2項第3号の規定により定められた法第xa蚤A-A- 2 号に掲げる小学咬就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により!WtJflJ用保育を提供する場合には、特定

教育・保育には醒嗣1jfU用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項

の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、

前節傷 6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、

第6条第2項中「特定教育・保育施設0忍定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(fllWlj用保育を提供している施設

に限る。以下この項において同じ。)」と、 「同号に掲げる小学咬就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又1虫丑套立1量に掲げる小学咬就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第13条第2項中「済税7条第3項

第1号に掲げる額」とあるのは「濠枕8条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準に



より算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども (N IWiJ用保育を受ける者を除く。)」と、同

号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども (特

53UfU用保育を受ける者を含む。)」とする。

(特男1休IJ用教育の基準)

第36条 特定教育・保育血設(塘 園に限る。次項において同じ。)がlT h ĵ

笈旦二に掲げる小学咬就学前子どもに該当する教育・保育給け認定子どもに対し、特

531牙U用教育を提洪する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により偶男1休1」用教育を提洪する場合には、当該

flUflJ用教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる/Jq淋蹴学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現{こ不1j用している法第世

条第1項第1号に掲げる小学咬就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、第 4条第2項第2号の規定により定められた法第19条第1項第1号に掲げる

小学咬就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により'Jffl31休lJ用教育を提洪する場合には、特定

教育・保育にはfllJfU用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含む

ものとして、前節 第 6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第 6条第2項中甲 J用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小

学咬就学前子どもの数」とあるのは「不1j用の申込みに係る法第19条第1項第2号に掲げ

る小学咬就学前子どもの数」と、 「同号に掲げるiJq教茄穿前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「二 又は第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」と、 「の同号」とあるのは「Ω厘Ⅱm Jと、

第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは 「教育・保育給付認定子ども (醒置1拝1j用教

より算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは 「教育・保育給付認定子ども (収拐!fflJ用保育を受ける者を除く。)」と、同

号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども (特

5!J5fU用保育を受ける者を含む。)」とする。

(特男り利用教育の基準)

第36条 特定教育・保育施設 (財)稚園に限る。次項において同じ。)が法第19条第2号

に掲げる小学咬就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特男BflJ用

教育を提洪する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければな

らない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により覗侶1JfU用教育を提供する場合には、当該

ffi!flJ用教育に係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に禾1j用している法篤止蚤第工

二に掲げる小学佼就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4

条第2項第2号の規定により定められた法第19条第1号に掲げる小学咬就学前子ども

に係る利用定員の数を超えないものとする。

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定によりffil井1J用教育を提供する場合には、特定

教育・保育には醒侶1休11用教育を、施設型給付費には狛物髄遥♂謙缶才費を、それぞれ含む

ものとして、前節 凍 6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この

場合において、第6条第2項中ryi3用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就

学前子どもの数」とあるのは甲 j用の申込みに係るl-k  Ig上 2 "に掲げる小学咬就学

前子どもの数」と、 「同号に掲げる]JT h- a-前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」とあるのはrp-     又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」と、 「の同号」とあるのは「の旦鋒Jロニシ と、第13条第2

項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども (44=53UflJ用教育を受ける



育を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども (N tJflJ用教育を受ける者を除く。)」とする。

(禾1」用定員)

第37条 [略1

2 特定地戦型保育事業者は、特定地戦型保育の種類及び当該特定地暎型保育の種類に係

る特定地戟型保育事粟を行う事業所(以下「特定地域塾柄亙1 ゑ猷珀という。)ごとに、

法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業

を行う事業所にあっては、日向市家吻的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例 (平褐沈6年日向市条例第57号) %42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監

護する小学咬就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置し

て行う事業主に係る当該IJ4斗蛎t笥前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に

係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小

学咬就学前子どもとし、共済組合等 (L'-m'F 山去第6条の3第12項第1号ハに規定する

共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。)の監護するiM 7 -子どもとする。)及びその他の小

学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに

係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の/J4

校就学前子どもに区分して定めるものとする。

0E当な理由のない提洪拒否の禁止等)

第39条 印各」

2 特定地滅型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる/J牛

校就学前子どもの数及び特定地賊型保育事業所を現(こ不IJ用している満3歳未満保育認

定子ども (特定満3歳社 保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)の総

数が、当該特定池滅型保育事業所の法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要囲が高いと認め

者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども (収拐IJflJ用教育を受ける者を除く。)」とする。

(利用定員)

第37条    [田各1

2 特定地域型保育事業者は、特定地滅型保育の種類及び当該特定地戦型作育のf%4'ulこ係

る特定地域型渫育事業を行う事業所(以下「特定'i'W& !%f$"@p-U という。)ごとに、

rA' l9蚤' 3%に掲げる小学咬就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う

事業所にあっては、日向市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

(平磁 6年日向市条例第57号)$ 2条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する

小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う

事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るも

のにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学咬就

学前子どもとし、共済組合等Q)!ffi  ah第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組

合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合

等の構成員をいう。)の監護するiJ弓斗蛎梗力肪子どもとする。)及びその池の小学佼就

学前子どもごとに定める7HA-'-1 g ゑ/-/- 3 二に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

とする。)を、満1歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子ど

もに区分して定めるものとする。

(正当な理由のない提供旧否の禁止等)

第39条 印各1

2 特定地誠型保育事業者は、利用の申込みに係る法第止蕊玉旦二に掲げる小学咬Uf

前子どもの数及び特定地賊型保育事業所を現(こ禾1」用している満3歳未満保育認定子ど

も (特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)の総数が、

当該特定地滅型保育事業所の株第止虫垣旦二に掲げる小学咬就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳



られる満3歳未満保育認定子どもが優先的(こ禾1j用できるよう、選考するものとする。 未満渫育認定子どもが優先的(こ禾11用できるよう、選考するものとする。

3 ・ 4     [田各1

(醒円1牙1j用地戦型保育の基準)

第51条 特定地賊型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学佼就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提洪する場合には、

2 特定地頃型作育事業者が、前項の規定により収同!JflJ用地賊型保育を提供する場合に

は、当診求円1J'fU用地滅型作育に係る法第19条第1項第1号に掲げるノ」9校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び萄菟揖哄肱傘蘭枦錠約針を現{こ千1j用し

ている満3歳未満渫育認定子ども (次条第1項の規定により特定利用地滅型保育を提

供する場合にあっては当該特定利用地賊型保育の対象となる法第19条第1項第2号に

掲げる小学咬就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数

が、第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により収同1休IJ用地暎型保育を提哄する場合に

は、特定地賊型保育には特別利用地戟型保育を、地賊型保育給付費には特例地域型保育

給付費 ('&N30条第1項の特例地賊型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)

を、それぞれ含むものとして、この章 (fflAO条第2項を除き、前条において準用する第

8条から第14条まで 傷 10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条

から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合にお

いて、第39条第2項中riiJ用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げるIJ'l較貫学

前子どもの数」とあるのは「禾1j用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学咬

就学前子どもの勘 と、 「満3歳未満渫育認定子ども (特定満3歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「法第19条第1項第1号又は第3号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 52条第1項の規

定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地t& Y%育の対

象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学咬就学前子どもに該当する教育・保育給付

3 ・ 4     [田各」

(醒拐1牙1j用地域型保育の基準)

第51条 特 定地域型保育事業者が法第19条第1号に掲げるノJ9校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対La-531N=1J用地賊型渫育を提哄する場合には、法第柘

条第1項に規定する地p (イ)爾―芥柴の認可基準を遵守しなければならない。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により乍拐1休11用地戦型作育を提供する場合に

は、当該特男1拝IJ用地域型保育に係るIbm 工量に掲げる小学校就学前了一どもに該

当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地賊型渫育事豹叫を現{こ禾IJ用している

満3歳未満保育認定子ども (次条第1項の規定により特定利用地滅型保育を提供する

場合にあっては当該特定利用地賊型作育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学咬

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む、)の総数が、第37条第2

項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。

3 特定地咳型床育事業者が、第1項の規定により躾拐1JfU用地域型保育を提洪する場合に

は、特定地戦型保育には乍拐1牙11用地賊型保育を、地滅型保育給付費には特例地滅型保育

給付費 (法第30条第1項の特例地賊型保育給付費をいう。次条第3項において同じ。)

を、それぞれ含むものとして、この章 (ffl40条第2項を除き、前条において準用する第

8条から第14条まで @ 10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条

から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合にお

いて、第39条第2項中甲 」用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学咬就学前子ど

もの数」とあるのは「利用の申込みに係る法f f l 工号に掲げる小学咬就学前子ども

の数」と、 「満3歳H'M保育認定子ども (特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章において同じ。)」とあるのは「法篤毘全第工号又は第3号に掲げる小学咬Ui

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 52条第1項の規定により特定利用地

域型保育を提洪する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となるlb,2Ⅱ9M4

2号に掲げるIJ喘付弟沈学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、



認定子どもを含む、)」と、 「教育・保育給吋認定に基づき、保育の必要の程度及び家

族等の状況を勘案し、保育を受ける必要・匹が高いと認められる満3歳未満保育認定子ど

もが優先的(こ不1j用することができるよう、」とあるのは「+Effl、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該時定地域型渫育事業者の保育に関する理念、,[$AA汁等に基づ

く選考その他公正な方法により」と、穿A3条第1項中「教育・保育給付認定保護者」と

あるのは「教育・保育給付認定保護者(特男1休1j用地戦型保育の対象となる株第止主第工

EW 工二に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「決税9条第3項第1号に掲げ

る額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前% と、同条第4項中「前3項」

とあるのは「前2項」と、 「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提洪舷

13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前

各項」とあるのは「第2項から第4項まで」とする。

(Wa ll用地賊型保育の基準)

第52条 特定地滅型床育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地滅型尿育を提洪する揚合には、

法膏狙6条第1項に規定する地滅型床育事業の認可基準を遵守しなければならな贈

2 特定tffl型医育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特定利用地域型保育(こ係る法第19条第1項第2号に掲げる小学佼就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地戦型保育事業所を現{こ千1j用してい

る法第19条第1項第3号に掲げる/J4-'校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども(前条第1項の規定によりN l牙1」用地域型保育を提洪する場合にあっては当髄牛ffllJ

利用地賊型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学咬就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規定により定め

られた利用定員の数を超えないものとする。

3 特定地或型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地唆砦栄育を提供する場合

「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び8N等の状況を勘案t1 保育を

受ける必要陀が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的(こ禾1j用すること

ができるよう、」とあるの(ま「士Effl、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特

定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法に

より」と、如 3条第1項中「教育・保育給吋認定保護者」とあるのは「教育・保育給付

認定保護者(輛1拝1j用地戦型医育の対象となる法弟毘ゑ笈1号に掲げる小学咬就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育肩附廉双訝翼隻者を除く。)」

と、同条第2項中「済税9条第3項第1号に掲げる狗 とあるのは「法第30条第2項第

2号の内閣総理太臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」

とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、 「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提洪第 13条第4項第3号ア又はイに掲げるも

のを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第2項から第4

項まで」 とす る。

(特庄禾り用地滅型保育の基準)

第52条 特定地賊型保育事業者が法第19条第2号に掲げる/J4校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特=g l＿J用地域型保育を提洪する場合には、法第

条第1項に規定する地滅型渫育事業の認可基準を遵守しなければならない。

2 特定池戦型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型作育を提供ナる場合に

は、当該狛舅牙U用地域型保育に係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの数及び特定地戦型渫育事WAを現(こ千1j用しているQ

1項の規定により*5:ilWlJ用地域型保育を提供する場合にあっては当該狛舅UfU用地賊型

付認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規定により定められた利用定員の数

を超えないものとする。

3 特定地賊型保育事業者が、第1項の現定により特定利用地賊型尿育を提洪する場合



には、特定地域型保育には特定利用地域型作育を、地埠狸柄イ訪酎 費には特例地域型

保育給叶費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。この場合におい

て、餉 3条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者 (特定利用地賊型医育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学佼就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども (特定満3歳以上保育認定子どもに限

る。) (こ係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「洋事詑9条第

3項第1号に掲げる額」とあるのは 「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは 「掲げる

費用及び食事の提洪 (特定利用地賊型保育の対象となる特定満3歳以上渫育認定子ど

もに対するもの及び満3歳以上味育認定子ども (令第4条第1項第2号に規定する満

3歳以上保育認定子どもをいう。)(こ係る第13条第4項第3号ア又はイに掲げるもの

を除く。)に要する費用」とする。

附 則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

には、特定地賊型医育には特定利用地戦型保育を、地賊型保育給付費には特例地域型

保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。この場合におい

て、如 3条第1項中「教育・保育給付忍超霜赤釧 とあるのは 「教育・保育紹倒認定

保護者 (特定利用地賊型作育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学咬就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども (特定満3歳以上医育認定子どもに限る。)

(こ係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「決税9条第3項第

1号に掲げる額」とあるのは 「法第30条第2項第3号の内k'W U大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは 「掲げる費用及

び食事の提洪 (特定利用地賊型保育の対象となる特定満3歳以上作育認定子どもに対

するもの及び満3歳杜 保育認定子ども (令第4条第1項第2号に規定する満3歳以

上保育認定子どもをいう。)(こ係る第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除

く。)に要する費用」 とする。

令和5年2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



改正前 改正後

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

第6条 「略」

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

1 第6条 [略1

(安全訃画の策定等)

第6条の2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の

安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課

後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関

する事項についての計画 (以下この条において 「安全計画」 という。) を策

定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職貝に対し、安全計画について周知すると

ともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保 護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について

周知しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

議案第 8号

日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成26年日向市条例第59号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



(虐待等の禁止及び虐待通告義務)

第12条 [略」

(衛生管理等)

第13条 [略1

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

3 [略1

附 則

(施行期日)

第6条の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利

用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握するこ

とができる方法により、利 用者の所在を確認しなければならない。

(虐待等の禁止及び虐待通告義務)

第12条 [略1

(業務継続計画の策定等)

第12条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごと

に、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

(以下この条において 「業務継続計画1という。)を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければなら

ない

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必

要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(衛生管理等)

第13条 [略1

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職貝に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3  [略1



1 この条例は、令和5年 4月1日か ら施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日か ら令和6年 3月31日までの間、 この条例による改正後の日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中 「講じなければ」とあるのは 「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中 「実施しなければ」とあ

るのは 「実施するよう努めなければ」 と、同条第3項中 「周知しなければ」 とあるのは 「周知するよう努めなければ」 とする。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



議案第9号

日向市優良雌牛貸付基金条例を廃止する条例

日向市優良雌牛貸付基金条例 (平成18年日向市条例第22号)は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日か ら施行する。

令和5年 2月24日提出

日向市長 十 屋 幸 平

23



改正前 改正後

別表第1 (第2条関係)

手数Ⅱ 1 事務 1 金額 手数料 1 事務 11 金額

「略」 [略1

10 [略1 10 [略1

10の 2 建 建築基準法第52条第6 1件につき27,000円

築物の容

積率の特

項第3号の規定に基づ

く建築物の容積率に関

例認定申

請手数料

ナる特例の認定の申請

[略1 [略1

16 建築物

の高さの

建築基準法第55条第3

項各号の規定に基づく

[略1 16 建築物

の高さの

建築基準法第55条第3

項又は第4項各号の規

[略1

訂可申請

手数料

建築物の高さの許可の

申請に対する審査

特例許可

申請手数

定に基づく建築物の高

さに関する特例の許可

料 の申請に対する審査

[略」 [略」

18 [略1 18 [略1

L8の 2 而

度地区に

建築基準法第58条第2 1件 につ き160,000円

頃の規定に基づく建築

日向市手数料条例の一部を改正する条例

日向市手数料条例 (平成12年目向市条例第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第10号



[略」

32 既存建 建築基準法第86条第2 (1) 建築物 (既存建築物を除く。以 下

築物を前 項の規定に基づく一の この項及び31の項において同じ。)

提とした

総合的設

訃による

建築物の

特例認定 1

申請手数

料

敷地とみなすことに関

する特例の認定の申請

に対する審査

の数が1である場合 1件につき

78,000円

(2) [略1

[略1

35 一敷地 建築基準法第86条の2 1(1) 建築物 (一敷地内認定建築物を除

内認定建 第1項の規定に基づく く。以 下この項及び33の項において

築物以外 一敷地内認定建築物以 同じ )の数が1である場合 1件

の建築物

の特例認

定申請手

数料

外の建築物に関する特

例の認定の申請に対す

る審査

につ き78,000円

(2) [略 」

36 一敷地

内認定建

建築基準法第86条の2

第2項の規定に基づく

[略1

1 おける建 物の高さに関する特例 2

築物の高 の許可の中請に対する

さの特例

許可中請

手数料

審査

[略1

32 既存建 建築基準法第86条第2 (1) 建築物 (建築、大規模の修繕又は

築物を前 項の規定に基づく一の 大規模の模様替をするもの。以 下こ

提とした 敷地とみなすことに関 の項及び34の項において同じ。) の

総合的設

計による

建築物の

特例認定

申請手数

料

する特例の認定の申請

に対する審査

数がiである場合 1件につき

78,000円

(2) [略1

[略」

.35 公告認 建築基準法第86条の2 (1) 建築物 (一敷地内認定建築物以外

定対象区 第1項の規定に基づく の新築又は一敷地内認定建築物につ

域内にお 公告認定対象区域内に いて増築、改築、移転、大規模の修

鮭旦建築 おける建築物に関する 繕若しくは大規模の模様替 (位置又

物の特例 l特例の認定の申請に対 は構造の変更を伴うものに限る。)

認定申請 する審査 をするもの。以下この項及び36の項

手数料 において同じ。) の数が1である場

合 1件につき78,000円

(2) [略1

36 公告認

定対象区

建築基準法第86条の2

第2項の規定に基づく

[略1



築物以外

の建築物

の特例許

可中請手

数料

37 一敷地

内許可建

築物以外

の建築物

の特例許

可申請手

数料

一敷地内認定建築物以

外の建築物に関する特

例の許可の中請に対す

る審査

建築基準法第86条の2

第3項の規定に基づく

一敷地内許可建築物以

1外の建築物に関する特

例の許可の申請に対す

る審査

(1) 建築物の数 (一敷地内許可建築物

を除く。以 下この項において同

じ。) が1である場合 1件につき

160, 000円

(2) [略1

[略」

備考

1・2 「略」

3 55の項及び56の項に規定する手数料について、それぞれ低炭素建築物

新築等計画認定及び低炭素建築物新築等計画変更認定に係る建築物の全

部又は一部が共同住宅の場合であって、建築物に係るエネルギーの使用

の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導す

べき基準 (平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。)Ⅰ

の第2の2の2-3(2)ロの数値を設計一次エネルギー消費量とすると

きは、床面積の合計は、共用部分の床面積を除いて算定する。

4～10 [略」

別表第4 (第2条関係)

J或内にお

ける建築

物の特例

許可中請

手数料

37 公告許

可対象区

域内にお

ける建築

物の特例

許可申請

手数料

公告認定対象区域内に

おける建築物に関する

特例の許可の中請に対

する審査

建築基準法第86条の2

第3項の規定に基づく

公告許可対象区域内に

おける建築物に関する

特例の許可の申請に対

する審査

[略」

備考

1・2 [略」

3～ 9 [略]

別表第4 (第2条関係)

(1) 建築物 (一敷地内許可建築物以外

の新築又は一敷地内許可建築物につ

いて増築、改築、移転、大規模の修

繕若しくは大規模の模様替 (付置又

は構造の変更を伴うものに限る。)

をするもの。以 下この項において同

じ。) の数が1である場合 1件に

つき160, 000円

(2) [略」



種類 11 区分 1単位1 金額 11・ 備考 種1 1 区分 1単位1 金額 : 備考

[略」 [略1

5 その他の証

明又は閲覧手

数料

[略」 5 その他の証

明又は閲覧手

数料

[略」

図書館資料の写し [略1 図書館資料の写し [田各1

地籍調査成果の写し よ性 300円1筆、1点又は1

路線を1件とす

る。

[略」 [略1

工田各1 [略」

附 則

この条例は、令和5年 4月1日か ら施行する。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



改正前 改正後

(施行地区に含まれる地域)

第3条 事業の施行地区 (以下 「施行地区」という。) は、第1工区及び第2

工区とし、当該工区に含まれる地域は、次のとおりとする。

(施行地区に含まれる地域)

第3条 事業の施行地区 (以下 「施行地区」 という。) は、第1工区及び第2

工区とし、当該工区に含まれる地域は、次のとおりとする。

工区名 地域名 工区名 地域名

1第1工区 日向市大字日知屋字蛭子ノ脇、字亀堀上及び字中原の全部 第1工区 日向市上町1丁目、都町1丁目、原 町及び鶴町の全部

日向市上町、本町、都町、原町1丁目、高砂町、鶴町1丁目及び向 日向市本町、都町、原町1丁目、高砂町及び鶴町1丁目の一部

江町1丁目の一部

[略」 「略」

議案第11号

日向延岡新産業都市計画事業日向市駅周辺土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例

日向延岡新産業都市計画事業日向市駅周辺土地区画整理事業施行条例 (平成11年日向市条例第8号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、 日向延岡新産業都市計画事業日向市駅周辺土地区画整理事業 (第1工区)の換地処分の公告の日の翌日か ら施行する。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十  屋  幸  平



議案第12号

日向市駅周辺土地区画整理事業 (第1工区)の換地処分に係る町の区域及び名称の変更に伴う関

係条例の整理に関する条例

(日向市障害者センター条例の一部改正)

第1条 日向市障害者センター条例 (平成22年日向市条例第24号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下組で示すように改正する。

改正前 改正後

(設置)

第2条 [略1

2 センターの拉置は、日向市上町9189番地1とする。

(設置)

第2条 [略1

2 センターの位置は、 日向市都町1丁目13番地とする。

印 向市駅前交流広場条例の一部改正)

第2条 日向市駅前交流広場条例 (平成21年日向市条例第14号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改企後

(設置)

第 2条  [略1

2 交流広場 の位 置 は、 日向 市 上町10736番15とす る。

(設置)

第2条 [略」

2 交流広場の位置は、日向市上町1丁目74番地とする。

(日向市駐車場条例の一部改正)

第3条 日向市駐車場条例 (平成5年 日向市条例第6号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

(設置) (設置)



第2条 [略コ

2 駐車場の名称及び位置は、次のとお りとする。

第2条 [略コ

2 駐車場の名称及び位置は、次のとお りとする。

名称 位置 名称 位置

日向市駅東駐車場 日向市鶴町1丁目74番地 日向市駅東駐車場 日向市原町15番地

(日向市 白転車等駐車場条例の一部改正)

第4条 日向市 自転車等駐車場条例 (平成26年日向市条例第74号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

(名称及び位置)

第3条 自転車等駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(名称及び位置)

第3条 自転車等,駐車場の名称及び位置は、次のとお りとする。

名称 位置 名称 位置

日向市駅高架下駐輪場 日向市大字日知屋10714番地6 日向市駅高架下駐輪場 旦向往Lヒ町[工目73番地

[略1 「略」

附 則

この条例は、 日向延岡新産業都市計画事業日向市駅周辺土地区画整理事業 (第1工区)の換地処分の公告の日の翌日か ら施行する。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



議案第13号

日向市駅前広場条例の一部を改正する条例

日向市駅前広場条例 (令和4年 日向市条例第17号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す
ように改正する。

改正前 改正後

(設置)

第2条 [略1

2 駅前広場の名称及び位置は、次のとお りとする。

名称               位置

日向市駅東口駅前広場       日向市鶴町1丁目76番地8

日向市駅西口駅前広場       日向市大字日知屋10727番地1

(施設)

第3条 日向市駅東口駅Ali広場に次に掲げる施設を置く。

(1)～(4) [略1

2 日向市駅西1」駅前広場に次に掲げる施設を置く。

(1) タクシー待機所

(2) 自家用自動車待機所

(3) イベント広場

(使用車両の範囲)

第4条 前条に掲げる施設 (同条第1項第4号及び第2項第3号に掲げる施設

を除く。) を使用することができる車両は、次の各号に掲げる施設の区分に

応じ、当該各号に定めるものとする。

設置)

第2条 [略」

2 駅前広場の名称及び位置は、次のとお りとする。

名称               位置

日向市駅東口駅前広場       日向市鶴町19番地

日向市駅西口駅前広場       旦迎車よシュ」」虹可L巴

(施設)

第3条 日向市駅東口駅前広場及び日向市駅西口駅前広場に次に掲げる施設を

置く。

(1)～(4) [略1

(使用車両の範囲)

第4条 前条に掲げる施設 (!-     に掲げる施設を除く。) を使用するこ

とができる車両は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める

ものとする。



(1)-.(3)  [略1

(使用の許可)

第5条 第3条 第1項第1号及び第2項 第1号に掲げるタクシー待機所を使用

しようとす る者 は、 あらか じめ市長の許可を受けなければならない。

2 [略1

(変更の許可)

第6条 煎主の規定により使用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更

しようとす るときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用の期間等)

第10条 第3条 に掲げる施設の使用の期間及び使用料の額は、別表に定めると

おりとす る。

(1)～ (3) [略」

(使用の許可)

第5条 第3条第1号に掲げるタクシー待機所を使用しようとす る者 は、 あら

かじめ市長の許可を受けなければならない。

2  「略」

(変更の許可)

第6条 前条各項の規定により使 用の許可を受けた者 (以下 「使用者 .1とい

う。) が、許可を受けた事項を変更しようとす るときは、市長の許可を受け

なければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を市長に納付 しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の許可によ

る使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催する行事で使用す るとき。

(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、 中学校及び高等学校が保育又は教育

の目的で使用するとき。

(3) 営利を主たる目的 としない行事であって 中心市街地の活性 ヒに寄与

すると認 められ るもので使用するとき。

(4) その他特別の理由があると認 めるとき。

3 市長は 既に納付 した使用 は 返還 しないものとす る ただ し 次の各

号のいずれかに該当す るときは、その全部又は一部を返還することができ

る

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用す ること

ができないとき。



1 (2) 使用者が規則で定める期日までに使用又は変更の許可の取消しを中し

■ 出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の徴収等) 5
第11条 市長は、第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者 (以下 「使 ■
用者」 とい う。) から別表に定める使用料を徴収する。ただし、市長が特に 1
必要と認めるときはこの限りでない。 1
2 使用料は、第5条第1項に規定する使用の許可のあった日から1月以内に徴 ■
収する。た だし、その使用の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度 1
以降の使用料については、当該年度分をその年度の始めに徴収する。 l
3 使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。 1
(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することがで 1
きない事由により使用ができなくなったときは、その翌月分以降の使用料を

還付する。

玉旦杢～玉圧よ [略」 

別表 (第10条、第11条関係)

1第11条～玉U杢 [略」

別表 (第10条関係)

施設名 使用の期間 使用料の額 (単位) J 区分 使用料 備考 ″・1
日向市駅東口駅前広場タ 1年以内 年10,800円 (1台当た ■第5条第 1年1台当たり 10,800円 1 使用の期間に1 ■
クシー待機所 り) ■1エ頁の古乍 年未満の端数がある ■

1可による ときは、月害りをもって 1

l
使用料 計算する。

2 第5条 第1項 に I
I 規定する使 用の許可 1
1 のあった 日か ら1月 1
I 以内に使用料 を徴収 1



1

する。た だ し、その使

用の期 間が翌年度 以

降にわ たる場 合 にお

■

ける翌 年度以 降 の使

用料 については、当該

年度分 をそ の年 度 の

k1gエヒj墾ω又す.る一

日向市駅西口駅前広場タ 1年以内 年10,800円 (I台当た 第5条 第 使用面積が 基本額1,040円に、使用 1時間未満の使用に

クシー待機所 り) 2項 の許 100平方メ 面積10平方メー トル (10 ついては、 1時間の

可による ートル未満 平方メー 1・ル未満の端数 使用とみ なす。

使用料 のとき は切 り上 げる。) につき

1時間当た り30円を加算

した額

使用面積が 基本額1,040円に、使用

100平方メ 面積100平方メー トル (1 1
ー トル 以上 00平方メー 1ヘル未満の端 1
のとき 数は切 り上 げる。) につ 1

き1H寺間当た り310円を 1
加算した額 1

附 則

この条例は、 日向延岡新産業都市計両事業日向市駅周辺土地区画整理事業 (第1工区)の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

令和 5年 2月 24日 提出

日向市長 十 屋  幸 平



議案第14号

日向市失業者就労事業就労者離職慰労金支給条例を廃止する

条例

日向市失業者就労事業就労者離職慰労金支給条例 (昭和58年日向市条例第21号)は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日か ら施行する。

令和5年 2月24日

日向市長 十

35



日向市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

(日向市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第1条 日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

(用語の定義)

第2条 この条例におレゞて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1)～(6) [略」
1

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1)～(6) [略1

(7) 同居親族等 入居者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族 (婚

姻9届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予

1 約者を含む。)、児童 (児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第27条第1項

第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童

をいう。)又は親族に準ずる者として規則で定める者をいう。

互ヱl～二  [略」

(一般市営住宅の入居者の資格)

第6条 一般市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件 (規則で定

める者にあっては第2号から第5号まで並びに被災市街地復興特別措置法 (平

成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、福島復興再生特別措置法 (平

成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制

限者にあっては第3号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。 1

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族 (婚姻の届出をしないが事実上

王旦ユ～二  [略」

(一般市営住宅の入居者の資格)

第6条 一般市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件 (規則で定

める者にあっては第2号から第5号まで並びに被災市街地復興特別措置法 (平

成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、福島復興再生特別措置法 (平

成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制

限者にあっては第3号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) 同居親族等があること。

議案第15号



婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条に

おいて同じ。)があること。

(2)～(4) [略」

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号

に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」という。) でないこと。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の

規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に

定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする

もののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族 (婚姻の届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

があるもの

(2) [略1

(2)～(4) [略」

(5) その者又は匝思親底笠が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律 (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下 「暴力

団員」という。) でないこと。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の

規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に

定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする

もののうち、堕屋忽思笠があるもの

(2) [略1

(日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例の一部改正)

第2条 日向市山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例 (平成18年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) [略1

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1) [略1

(2) 同居親族等 入居者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族 (婚



姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予

約者を含む。)、児童 (児童福祉法 (昭和22午法律第164号)第27条第1項

第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童

をいう。)又は親旅に準ずる者として規則で定める者をいう。

王2ユ [略1 旦̂ユ [略」

(入居者の資格)

第6条 山村定住住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件のす

べてを満たすものとする。

(1) [略」

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族 (婚姻の届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(3)・(4) [略」

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号

に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」という。) でないこと。

(入居者の資格)

第6条 山村定住住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件のす

べてを満たすものとする。

(1) [略1

(2) 臣思恕底笠があること。

(3)・(4) [略」

(5) その者又は厘屋親思笠が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律 (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下 「暴力

団員」という。)でないこと。

印 向市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正)

第3条 日向市特定公共賃貸住宅管理条例 (平成18年日向市条例第29号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1)・(2) [略」

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

(1)・(2) [略1

(3) 同居親族等 入居者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族 (婚



(3) [略1

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、市税及び国民健康保険

税を滞納していないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 所得が市の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を

必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者

土立む, [があるもの

(2) [略」

(3) 園屋親思がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅について

は、臣屋忽思がない者であって、市長が定める基準に該当するもの

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号

に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」 とい う。) でないこと。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、巨屋恕思が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者

で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定により入居者の選定を

することができる。

附 則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予

約者を含む。)、児童 (児童福祉法(昭和22午法律第164号)第27条第1項

第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童

をいう。)又は親族に準ずる者として規則で定める者をいう。

(4) [略1

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、市税及び国民健康保険

税を滞納していないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 所得が市の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を

必要とするもののうち、巨屋蒙底笠があるもの

(2) [略1

(3) 臣屋恕思笠がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅について

は、臣屋包族笠がない者であって、市長が定める基準に該当するもの

(4) その者又は思屋親思笠が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律 (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力

団員」 とい う。) でないこと。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、匣屋恕思笠が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある

者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定により入居者の選定

をすることができる。



令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平



改正前 改正後

(使用料の徴収)

第12条 市長は、使用者から毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応

じ、別表に掲げる基本料金及び使用水量料金の合計額に100分の110を乗じて

得た額を徴収するものとする。 この場合において、1円未満の端数が生じた

ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2～ 4 [略1

(督促手数料)

箪15条 市長は、使用料の納入について督促状を発したときは、督促手数料と

(使用料の徴収)

第12条 市長は、使用者から毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応

じ、別表第1に掲げる基本料金及び使用水量料金の合計額に100分の110を乗

じて得た額を徴収するものとする。 この場合において、1円未満の端数が生

じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2～4 [略」

(手数料)

第15条 市長は、別表第2に掲げる手数料を申請者から申請の際に徴収する。

1-て 11雨に つ き100円 を 徴 収 す る。 ただし、督促手数料については、使用料徴収の際にこれを徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めたときは、 この

限りでない。

(イ事用 」斗の 減 免 ) (使用料等の減額又は免除)

第16条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例に

規定する使用料を軽減し、又は免除することができる。

別表 (第12条関係)

使用料

第16条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例に

規定する使用料又は手数料を軽減し、又は免除することができる。

別表第1 (第12条関係)

使用料

[略」 j1 [略1

別表第2 (第15条関係)

日向市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例

日向市農業集落排水処理施設条例 (平成13年 日向市条例第33号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第16号



種類 金額

排水設備新設等確認手数料 1件につき 500円

排水設備検査手数料 Ⅰ件につき 1,000円

各種証明手数料 1件につき 200円

督促手数料 1イ牛につき 100円

附 則

この条例は、令和5年 4月1 日か ら施行する。

手数料

令和5年 2月24日

日向市長 十

提出

屋 幸 平



議案第17号

迫野内辺地に係る総合整備計画の策定について

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (昭和37年法律第88号)

第3条第Ⅰ項の規定に基づき、迫野内辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり策定する。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 + 屋 幸 平
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別紙

総 合 整 備 計 画 書 (案)

宮崎 県 日 向市 東 郷 町 迫 野 内 辺 地

(辺地の人口197人 面積15. 6k漬)

1 辺地の概況

(1)辺地を構成する町又は字の名称

日向市東郷町山陰庚字 山ノロ、屋 敷田、唐木野、釘野々、池田、塚ノ元

日向市東郷町迫野内字 河原、上鹿瀬、下鹿瀬、谷内原、上細亦、下細亦、桑水流、

岡見野、地内前、原ケ迫、鷺ノ巣、長野

(2)地域の中心の位置

日向市東郷町山陰庚1228番地

(3)辺地度点数 103点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

迫野内辺地は、当市の北西部に位置し、中心市街地から約2 0 km離れた地点にある山間地に位置して

いる。 当辺地は、地域のほとんどが山林に囲まれており、集 落間の距離は長く、孤立性の強い配置とな

っている。地 域住民の日常生活にかかわる用事や交流活動では、中心市街地や東郷町地域の中心である

鶴野内区の各種施設を日常的に利用していろが、人口構成において人口流出や少子高齢化の進行が顕著

に表れており、今 後さらに進行することが予想される。

(1)診療施設の整備

東郷診療所は、昭和29年に東郷村国民健康保険直営診療所として開設して以降、東郷地域の唯一

の公的医療機関であり、当該地域の中心的な医療機関としての役割を担っている。昭 和49年に現在

地の敷地に新築移転してから48年を経過し、老朽化に加え耐震性にも課題を抱えている。

そのような中、地域医療はもとより、本 診療所を取り巻く環境は著しく変化してきており、急 速な

少子高齢化の進展による人口減少社会の中で持続可能な医療を提供するための体制づくりが急務とな

って い る。

このようなことから、市民代表や有識者などから構成する 「日向市立東郷診療所整備検討委員会」

を発足させ、新たな施設の整備に向けた方針を示した 印 向市立東郷診療所基本構想」及び、この構

想を踏まえた 印 向市立東郷診療所整備基本計画」を策定した。この基本計画に基づき、診 療所の新

築、医療機器の導入・更新を行い、持 続可能な医療提供体制の整備を図る。
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3 公共的施設の整備計画

令和5年度から令和9年度まで 5年間

(単位 千円)

事業 区分

主体名

施設名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

診療施設 日向市 29,552 2,832 26,720 26 700

合計 29,552 2,832 26,720 26 700
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議案第18号

越表下渡川辺地に係る総合整備計画の策定について

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)

第3条第1項の規定に基づき、越 表下渡川辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり策定する。

令和5年 2月24目 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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別紙

総 合 整 備 計 画 書(案)

宮崎県日向市東郷町越表下渡川辺地

(辺地の人口106人 面積46. Ok漬)

1 辺地の概況

(1)辺地を構成する町又は字の名称

目向市東郷町下三ケ字 宝瀬ノ内、中水流、鹿文字山、八ッ山、田口原、柳原、

黒松、一松露、児洗、涼松、葛篭内、倉谷、矢櫃、竜馬、

雪車塚、下村、中村、上村、菫ケ窪、崩レ

(2) 地域の中心の位置

目向市東郷町下三ケ^ 326番地1

(3)辺地度点数 158点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

越表下渡川辺地は、当市の西部に位置し、中心市街地から約3 2 km離れた山間地に位置してぃる。当

辺地は、森林に囲まれているため、集落が散在し、集落間の距離が長く、孤立性の強い配置となってぃ

る。地域住民の日常生活に関わる用事や交流活動では、中心市街地や東郷町域の中心である鶴野内区の

各種施設を目常的に利用しているが、人口構成において人口流出や少子高齢化の進行が顕著に表れてお

り、今後さらに進行することが予想される。

(1)診療施設の整備

東郷診療所は、昭和29年に東郷村国民健康保険直営診療所として開設して以降、東郷地域の唯一

の公的医療機関であり、当該地域の中心的な医療機関としての役割を担ってぃる。昭和49年に現在

地の敷地に新築移転してから48年を経過し、老朽化に加え耐震性にも課題を抱えてぃる。

そのような中、地域医療はもとより、本診療所を取り巻く環境は著しく変化してきており、急速な

少子高齢化の進展による人口減少社会の中で持続可能な医療を提供するための体制づくりが急務とな

っている。

このようなことから、市民代表や有識者などから構成する 印向市立東郷診療所整備検討委員会」

を発足させ、新たな施設の整備に向けた方針を示した 「日向市立東郷診療所基本構想」及び、この構

想を踏まえた叩 向市立東郷診療所整備基本計画」を策定した。この基本計画に基づき、診療所の新

築、医療機器の導入・更新を行い、持続可能な医療提供体制の整備を図る。
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3 公共的施設の整備計画

令和5隼 度から令和9年度まで 5年 間

(単位 千円)

事業 区分

主体名

施設名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

診療施設 日向市 15,901 1523 14,378 14,300

合計 15,901 1523 14,378 14,300
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議案第19号

広瀬鵜戸木辺地に係る総合整備計画の変更につ いて

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)

第3条第8項の規定に基づき、広瀬鵜戸木辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更する。

令和5年2月24日 提出

日向市長 十 屋  幸 平
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別紙

総合整備計画書第三次変更 (案)

宮崎県日向 市東郷町広瀬鵜戸木辺地

(辺地の人口125人 面積15. 3k漬)

1 辺地の概況

(1)辺地を構成する町又は字の名称

日向市東郷町山陰字 長崎、太田、広瀬、宮ケ原、鵜戸木、 日田尾

(2) 地域の中心の位置

日向市東郷町山陰乙2936番地6

(3)辺地度点数 146点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

広瀬鵜戸木辺地は、当市の南西部に位置し、中心市街地から約12km離れた地点にある山間地に

位置している。当辺地は、地域のほとんどが森林に囲まれており、集 落間の距離は長く、孤 立性の強

い配置となっている。地域住民の日常生活にかかわる用事や交流活動では中心市街地にある各種施設

を日常的に利用しているが、人口構成において人口流出や少子高齢化が顕著に表れており、今 後さら

に進行することが予想される。

(1)林道の整備

当辺地は農業及び林業が基幹産業となっているが、一部区間において林道が開通していないため、

非効率な森林施業を余儀なくされている。今 後、木材の搬出や森林保育のコスト削減など生産性の

高い林業の確立を図っていくためには、林道の整備が不可欠となっている。

また、東 郷町福瀬区と中心市街地間を結ぶ林道となるため、大 雨による耳川の出水時等において

は、県道中野原美々津線のう回路としての役割も果たす重要な路線として位置づけられている。

このようなことから、森 林施業の効率化を図るための林道整備を行い、基幹産業である林業の振

興を図るとともに、集落間連絡の確保など環境基盤の整備を図る。

(2) 電気通信に関する施設

情報化の進展に伴い、超 高速ブロー ドバンドサービスは日常生活に欠かせないものとなっている

が、当辺地は、採 算性の問題等によって、民 間事業者の参入が困難につきサービス未提供地域とな

っており、市街化地域との大幅な情報格差を生じている。

このような格差は、地域住民の生活や経済産業活動にも影響を及ぼし、人口流出や高齢化も進む

など、地域力低下の要因にもなっていることから、当辺地を含む未整備地区において民設民営方式

による超高速ブロー ドバンド基盤整備に対する経費の一部を負担し、情報通信ネットワークの整備

を進めることにより、地 域間情報格差を解消し、市民生活及び企業活動等の利便性の向上を図る。
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(3)道路の整備

孤立性の強い配置である当辺地において、地域住民の主要な交通手段は自家用車であり、地域住

民の安全安心な生活を守るためには、適切な道路ネットワークの維持が重要である。

中でも市道山ノロ福瀬大橋線の北端に位置する福瀬大橋は、耳川を横断して当辺地と東郷町福瀬

区を結び、県道中野原美々津線と接するなど、当辺地住民の日常生活を支える重要な橋りょうであ

る。

また、福瀬大橋は、デマンド型乗合バスの通行、森林施業の産業道路としても活用される一方、

昭和47年に架設されて以来約50年が経過し、老朽化も著しく、道 路幅員が狭小で離合困難な状

況であるため、適切な整備が求められている。

このような中、耳川の治水安全の向上を図るため、大規模特定河川事業として行われる福瀬大橋

の架け替え工事の経費を一部負担し、道 路幅員の拡幅整備を併せて行うことで、当該辺地住民の利

便性を向上し、防災の面からも、安 心して住み続けられる環境の整備を図る。

(4)診療施設の整備

東郷診療所は、昭和29年に東郷村国民健康保険直営診療所として開設して以降、東郷地域の唯

一の公的医療機関であり、当該地域の中心的な医療機関としての役割を担っている。昭和49年に

現在地の敷地に新築移転してから48年を経過し、老朽化に加え耐震性にも課題を抱えている。

そのような中、地域医療はもとより、本 診療所を取り巻く環境は著しく変化してきており、急 速

な少子高齢化の進展による人口減少社会の中で持続可能な医療を提供するための体制づくりが急

務となっている。

このようなことから、市民代表や有識者などから構成する「日向市立東郷診療所整備検討委員会」

を発足させ、新たな施設の整備に向けた方針を示した 印 向市立東郷診療所基本構想」及び、この

構想を踏まえた 印 向市立東郷診療所整備基本計画」を策定した。この基本計画に基づき、診療所

の新築、医療機器の導入・更新を行い、持続可能な医療提供体制の整備を図る。
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3 公共的施設の整備計画

令和2年 度から令和6年 度まで 5年間

(単位 千円)

事業 区分

主体名

施設名

事業費

財 源 内 容 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額特定財源 一般財源

林道 日向市 88,500 52,887 35 613 35 600

電気通信に

関する施設

電気通信

事業者
203 400 203 400 10 500

道路 宮崎県 939 882 891882 48 000 48 000

診療施設 日向市 19 501 1 868 17 633 17 600

合計 1,251,283 946 637 304,646 111,700
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議案第 20号

工事請負契約の締結について

次のとお り工事請負契約を締結する。

1 契 約 の  目 的  東郷診療所整備事業 建築主体工事

2 契 約 の 方 法 事後審査型条件付一般競争入札

3 契 約 の 金 額 230, 890, 000円

4 契 約 の 相 手 方   木倉・三郎 特定建設工事共同企業体

代 表 者 日向市大字日知屋16747番地

木倉建設 株式会社

代表取締役 黒木 嘉郎

その他の

構 成 員

日向市東郷町山陰丙1479番地 7

株式会社 三郎建設

代表取締役 黒木 文也

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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議案第21号

第4次 日向市地域福祉計画の策定について

社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、第4次日向市地域福祉計画を

別冊のとおり策定する。

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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議案第22号

市道の路線の認定について

市道の路線を次のとお り認定する。

路線番号 路 線 名 起 点 終 点

1371 秋留歩線 大字平岩字秋留 大字平岩字ウド山

令和5年 2月24日 提出

日向市長 十 屋 幸 平
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